
  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
21  環境衛生
[環境衛生監視指導]

理容業,美容業,クリーニング業,旅館業,飲食店営業等の環境衛生営業施設については,各個別法令において
それぞれ公衆衛生上遵守すべき一定の基準が定められており,営業の許可,立ち入り検査等を行うために,保
健所等に環境衛生監視員,食品衛生監視員が配置されている。

環境衛生関係営業施設数の年次推移
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
21  環境衛生
[理容師,美容師,クリーニング師]

理容師,美容師,クリーニング師については,免許資格制度を設けており,理容師,美容師の養成施設は厚生大
臣が指定している。

理容師・美容師・クリーニング師の免許件数及び従業者数の年次推移
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Ⅳ  生活環境
21  環境衛生
[建築物衛生]

経済の発展,建築技術の進歩等により,空調等室内環境の人工的調整を前提とする構造の大規模な高層の建
築物が多く出現するようになってきた。また,これに伴い,こうした建築物内で1日の大半を過ごす人々も
増加し,国民の生活環境に占める建築物の室内環境の比重も大きなものとなってきた。

このような事情を背景として,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって,多数の人が使
用,利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項が定められ,こうした建築物における衛生的環
境の確保がとられている。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく行政の仕組み
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Ⅳ  生活環境
22  食品保健行政
[規格基準等の設定]

公衆衛生上の観点から,食品等について,その製造・保存方法,成分等の規格基準及び製造年月日等の表示基
準が定められており,これに違反する食品等の販売,輸入等は禁止されている。この規格基準の一環として,
食品中に残留する農薬についても,残留農薬基準(平成4年12月現在,55農薬)が定められており,今後とも引
き続き基準の整備を進めていくこととしている。

また,化学的合成品たる食品添加物については,厚生大臣が指定したもののみ使用が認められている(平成4
年12月現在,350品目)。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成４年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
22  食品保健行政
[食品関係営業の規制]

飲食店営業等の公衆衛生に与える影響が著しい営業については許可制とされており,営業の種類に応じた
施設基準が設けられているほか,食品関係営業者一般に管理運営基準の遵守が義務づけられている。食中
毒事件の発生等衛生上の観点から問題のある営業者に対しては営業停止等の行政処分を行えることと
なっている。
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Ⅳ  生活環境
22  食品保健行政
[食品衛生監視業務の実施]

食品関係営業施設や集団給食施設等において食中毒事件が発生したり,食品衛生法に違反する食品が流通
したりすることのないように,全国の保健所の食品衛生監視員が食品関係営業施設等の立入検査や監視指
導を行っている。

食品保健行政の概要
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22  食品保健行政
[輸入食品]

輸入食品の安全確保のため,全国30か所の検疫所で食品衛生監視員が食品衛生法に基づき,届出された食品
等の書類を審査し,必要な場合は試験室内検査等を行っている。

輸入食品等の増加に対応し,食品衛生監視員の増員,検査センターの新設等,輸入時における監視体制の強化
を図るとともに,輸出国における安全確保対策の要請地方公共団体による食品の流通段階での検査,輸入者
の自主管理体制の確立等,総合的な安全確保の推進を図っている。

輸入食品届出件数及び検査件数等の年次推移
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23  食中毒対策
[食中毒発生状況]

平成3年の食中毒発生状況をみると,事件数782件,患者数39,745人,死者6人であり前年に比べると事件数は
減少し,患者数は増加した。1事件当たりの患者数は50.8人であり,これは過去もっとも多かった昭和63年
の57.2人に次ぐものである。 事件数を病因物質別にみると細菌によるものが7割以上を占め,腸炎ビブリ
オ,サルモネラ菌属,ぶどう球菌の順となっている。

また,原因施設別では,飲食店298件,旅館129件,家庭88件の順となっており,昨年に引き続き飲食店によるも
のが多数を占めている。

細菌のうちの主な病因物質による事件数の年次推移

食中毒事件数の原因施設別構成割合の年次推移

厚生白書（平成４年版）



食中毒の発生状況の推移
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23  食中毒対策
[食中毒予防の3原則]

年間発生する食中毒の約8割は細菌性食中毒であり,細菌性食中毒を予防するためには,

1)食中毒菌による食品の汚染を防ぐこと

2)食中毒菌の食品中での増殖を防ぐこと

3)食品中の食中毒菌を死滅させること

以上の3つの原則が基本となる。
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23  食中毒対策
[監視指導・啓発活動]

食中毒の多発する高温多湿の夏期及び正月,クリスマス用食品が短期間に大量かつ広域に流通し食品の取
扱いがおろそかになりがちな年末には,食中毒の発生を未然に防止するために,全国の食品衛生監視員を動
員し,食品関係営業施設に立ち入りし,食品の衛生的取扱い等について監視指導を行うとともに,必要に応じ
て食品の収去検査を実施して,不良食品の発見,排除に努めている。また,夏期には食品衛生週間を設け,営
業者及び消費者に対し食品衛生に関する知識の普及等の啓発活動を実施し,食品衛生の向上に努めてい
る。
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24  生活化学安全対策
[家庭用品安全対策]

家庭用品安全対策行政の仕組み

(有害物質の含有量等規制基準)

家庭用品(上着,下着,くつ下等の繊維製品,洗浄剤,エアゾール製品など)に含まれる化学物質による健康被害
を防ぐため,

1)「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づく有害物質の指定

2)有害物質を含有する家庭用品について,含有量等の規制基準の設定

3)家庭用品衛生監視員による家庭用品の検査,監視,指導

を行っている。

厚生白書（平成４年版）



(安全衛生自主基準)

家庭用品に含まれる化学物質により健康被害が生じないよう,家庭用品の製造や輸入を行う事業者の自主
的な安全対策を進めるため,業界団体を指導してきており,これまでにウェットワイパー類,家庭用カビ取り
剤,家庭用不快害虫用殺虫剤,家庭用洗浄剤,家庭用シミ抜き剤,一般消費者用芳香・消臭・脱臭剤,家庭用カ
ビ防止剤,コンタクトレンズ用洗浄剤・保存剤・洗浄保存剤等についての安全衛生自主基準が作られてい
る。
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24  生活化学安全対策
[化学物質安全対策]

化学物質による環境汚染を防ぐため,新たに製造・輸入される化学物質の事前届出や既に製造・輸入され
ている化学物質の安全性の点検により,

1)環境中で微生物等により分解されやすいかどうか

2)魚介類の体内に蓄積されやすいかどうか

3)継続的に摂取した場合に人の健康を損なうおそれがあるかどうか

を判定し,必要に応じて第1種特定化学物質等に指定し,製造,輸入,使用等の規制を行っている。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」による化学物質の区分
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25  水道行政の概要
[水道の種類]

安全な水道水の安定した供給を確保するため,その水質や施設についての基準,水道事業の経営や管理につ
いての規則などが水道法に定められている。

水道水源別取水量(平成2年度)

水道普及率の推移

厚生白書（平成４年版）



上水道における給水量の推移
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25  水道行政の概要
[水道の質的向上]

いつでもどこでも安全でおいしい水を供給できるよう,次の3つの側面から施策を具体化し,21世紀に向け
た「高水準の水道」をつくっていく。

1)  すべての国民が利用可能な水道

全国どこでも水道が利用できるよう,水道普及率の低い農山漁村部や地下水汚染地域を中心に水道を普及
促進する。

2)  安定性の高い水道

必要な水道水源の確保により適切な水需給バランスを確保するとともに,渇水や地震等の災害に強い水道
施設を整備する。

3)  安全な水道

国民がいつでも不安を抱くことなく,安心して水道を利用できるよう,水道の水質確保のための施策を進め
る。
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26  廃棄物の分類と再生利用
[資源化・再生利用推進の意義]

○地球環境の保全

○最終処分場の延命化

○省資源・省エネルギー
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26  廃棄物の分類と再生利用
[ごみ減量化推進事業]

都道府県や市町村による分別収集体制の整備,普及啓発,研修等の事業を推進するための補助制度(廃棄物再
生利用等推進費補助金)を平成4年度に創設し,ごみ減量化・再生利用を地域ぐるみで推進している。
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26  廃棄物の分類と再生利用
[廃棄物再生利用施設整備事業]

ごみの資源化・再生利用を一層推進するため,廃棄物再生利用施設の整備のための補助制度により次のよ
うな施設の整備を推進している。

○リサイクルプラザ(ごみの資源化,不用品の補修及び再生品の展示を併せて行う施設)

○リサイクルセンター(缶,びん等を選別して再生するための施設)
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26  廃棄物の分類と再生利用
[ごみ焼却余熱利用]

ごみ焼却施設からの余熱を有効に利用する形態としては,ごみ発電をはじめ,施設内の暖房・給湯,温水プー
ル,老人福祉施設等の社会福祉施設への温水・熱供給,地域暖房への供給等がある。

ごみの焼却余熱利用

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成４年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
26  廃棄物の分類と再生利用
[廃棄物の分類]
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27  一般廃棄物(ごみ)の処理
[ごみの処理方法]

一般廃棄物は,ごみ処理施設や最終処分場に運ばれて処理・処分される。

○可燃ごみ…焼却施設に運ばれ焼却処理された後,焼却残渣を最終処分場において埋立て処分する。

○不燃ごみ…最終処分場に運ばれ,直接埋立て処分する。

○粗大ごみ…粗大ごみ処理施設において破砕,選別,資源化等を行った後,可燃物については焼却施設
において焼却し,不燃物については最終処分場において埋立て処分する。 

○資源ごみ…廃棄物再生利用施設をはじめとする再生処理施設で再生が行われる。

ごみ処理システム

処理体制

厚生白書（平成４年版）



ごみ処理の推移(全国)
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28  生活排水対策
[生活排水処理の仕組み]

生活排水処理の仕組み

し尿処理の推移(全国)

厚生白書（平成４年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成４年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
28  生活排水対策
[合併処理浄化槽設置整備事業]

し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は,比較的安価でかつ簡単に設置できる上,放流水の水
質もよいことから,生活排水対策を推進する上で有効な手段であるので,昭和62年度から合併処理浄化槽に
対する国庫補助制度(合併処理浄化槽設置整備事業)が創設されており,平成4年度の国庫補助は85億円に増
強され,より一層の推進が期待される。

合併処理浄化槽設置整備事業実施市町村数の推移

合併処理浄化槽設置基数の推移
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[産業廃棄物の現状]

産業廃棄物とは,事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち,汚泥・廃油・廃酸等法令で定める19種類の廃棄物
をいう。

昭和60年度の産業廃棄物の排出量は約3億1千万トンで,汚泥・家畜ふん尿・建設廃材・鉱さいの4種類で
全排出量の約85%を占めている。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の種類別排出量

厚生白書（平成４年版）



産業廃棄物の業種別排出量
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29  産業廃棄物の処理
[マニフェストシステム(積荷目録制)]

排出事業者が処理を委託した産業廃棄物の流れを自ら把握し,また産業廃棄物の性状等に関する情報を正
確に伝達するための手段として,マニフェストシステムが注目されている。

廃棄物処理法の改正法において,特別管理産業廃棄物について,マニフェスト(特別管理産業廃棄物管理票)
システムを義務づけるとともに,その他の産業廃棄物についても行政指導を通じて普及定着を目指してい
る。

マニフェストシステムの仕組み
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30  廃棄物の広域処理

大都市圏における最終処分場の確保難に対処するため,複数の地方公共団体が共同で最終処分場を海面に
整備する計画(フェニックス計画)が進められている。

大阪湾フェニックス計画における受入対象区域(2府4県の149市町村)
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搬入応設の位置及び規模
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